
54

 『少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 
 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 
                                

   

                                   

                                   

                                   
対象となる方 

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等（※）又は常時使

用する従業員の数が1,000人以下の個人  

 
  （※）資本金又は出資金の額が１億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。 

    ①大規模法人（資本金又は出資金の額が１億円超の法人等）から２分の１以上の出資を受ける法人 

    ②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人 

    ③常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人 

 

対象となる設備 

取得価額が30万円未満の減価償却資産 

 

措置の内容 

30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、

全額損金算入することができます。 

 

手続の流れ 

確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。 

 

適用期間 

平成30年3月31日まで 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

取得価額が 30 万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300 万円を限度として、全

額損金に算入することができます。 

お問い合わせ先 
国税庁、国税局（事務所）または税務署の税務相談窓口  
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